
現状の水害リスク情報や取組状況の共有
1.情報伝達、避難計画に関する事項 R2.7.8時点
項目 東北地整 仙台管区気象台 宮城県 仙台市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町 亘理町 山元町

大規模氾濫時には、家ごと
流される恐れがある地区に
対し、水平避難を指示しなけ
ればならない。水平避難す
るべき区域や避難勧告等の
内容を明確にする必要があ
る。

1

上流で降った雨が何時間後
に到達するかなど、避難勧
告等を発令する際に参考と
なる幅広い情報が必要であ
る。

3

既存のタイムライン資料につ
いて、より具体的に避難勧告
等の発令の時期や対象地
区を記載するなど、実行力
のあるタイムラインに向けて
改善する必要がある。

4

洪水予報河川や水位周知
河川に指定されていない河
川での氾濫への対応ができ
ない。

6

夜間に避難勧告等を発令す
るにあたり、避難住民の安全
確保が必要となる。

7

湛水箇所、危険箇所を再確
認し、避難所や避難経路の
見直しを行う必要がある。ま
た、道路の冠水等を踏まえ
た避難誘導訓練や避難所
の開設方法の確認が必要で
ある。

9

避難勧告等が発令されても
避難しない住民がいる。情
報の入手のしやすさや切迫
感の伝わりやすさを向上する
と共に、情報を受けとる側の
意識向上を図る必要があ
る。

2

住民目線での洪水リスク情
報の提供が必要。対象とす
る河川や範囲を明確にして
情報提供を行う必要があ
る。

5

住民等への確実な情報伝
達のための整備が必要。高
齢者や目が不自由な方へ
配慮した情報伝達方法が必
要である。

8

避難誘導体
制

－ － －

・消防部、警察、
自主防災組織等と
協力し避難誘導体
制を確保する。

・職員、消防団
員、自主防災組織
等が連携して、避
難誘導を行う。

・市職員、警察
官、消防職員、消
防団、自主防災組
織等と協力し避難
誘導体制を確保す
る。

・地域住民、自主
防災組織等のコ
ミュニティを活かし
た避難活動を促進
する。

・市職員、消防団
員、自主防災組織
等が連携し避難誘
導体制を確保す
る。

・職員、消防団
員、民政委員、自
主防災組織等が
連携して、避難誘
導を行う。

・職員、消防団
員、民政委員等が
連携して、避難誘
導を行う。

・職員、消防団員
が連携して、避難
誘導を行う。

・職員、消防団
員、自主防災組織
等が連携して、避
難誘導を行う。

・地域住民、自主
防災組織等のコ
ミュニティを活かし
た避難活動を促進
する。

・職員、消防団員
等が連携して、避
難誘導を行う。
・必要に応じ所轄
警察署に避難場
所等を連絡し、危
険区域の警戒及び
避難誘導の応援を
要請する。

・避難誘導は消防
団員が行い、行政
区長が協力する。
・危険区域及び避
難場所に警察官、
町職員等を配置
し、適切な誘導を
行う。

・各地域の消防
団、自主防災組織
と連携し地域住民
の誘導を行う。
・危険区域及び避
難場所に警察官
及び町職員、消防
署員を配置し、適
切な誘導を行う。

・各地区ごとの避
難誘導は、当該地
区の消防団員が行
う。
・危険区域及び避
難場所に町職員
等を配置する。

湛水箇所、危険箇所を再確
認し、避難所や避難経路の
見直しを行う必要がある。ま
た、道路の冠水等を踏まえ
た避難誘導訓練や避難所
の開設方法の確認が必要で
ある。

9

・洪水ハザードマッ
プ（全戸配布）、み
んなの防災手帳別
冊、広報誌、ホー
ムページ等により
周知。

・防災行政無線
・コミュニティFM
・防災ラジオ
・緊急エリアメール
・防災アプリ（プッ
シュ機能付）
・電話・FAX
・広報車
・ホームページ
・Lアラート
・警鐘・サイレン
・放送依頼
・メール配信（要配
慮者利用施設向
け）

・防災行政無線
・広報車
・テレビ・ラジオ・新
聞等報道機関
・広報班の派遣
・携帯メールや緊
急速報メール

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準を明記して
いる。
河川水位に関する
基準は定めていな
い。

・防災マップ、ホー
ムページにより周
知。

・防災行政無線
・エリアメール
・広報車
・巡回
・SNS
・ホームページ
・Lアラート
・ラジオ・テレビ

避難勧告等
の発令基準

・予め指定した河
川について洪水の
恐れがある場合、
国土交通省と気象
庁が共同で洪水予
報を発表し、水位
等の情報を関係都
道府県知事に周
知し、必要に応じて
報道機関等の協
力を求め、一般へ
の周知を行う。
・避難判断水位に
到達し、さらに上昇
する見込みの場合
や氾濫の恐れがあ
る場合等には、国
交省事務所長より
関係自治体首長
に対しホットライン
を通じて情報伝達
を行う。

・予め指定した河
川について洪水の
恐れがある場合、
国土交通省と気象
庁が共同で洪水予
報を発表し、水位
等の情報を関係都
道府県知事に周
知し、必要に応じて
報道機関等の協
力を求め、一般へ
の周知を行う。
・避難判断水位に
到達し、さらに上昇
する見込みの場合
や氾濫の恐れがあ
る場合等には、土
木部長若しくは土
木事務所長より関
係自治体首長に
対しホットラインを
通じて情報伝達を
行う。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準等を明記し
ている。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準等を明記し
ている。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準等を明記し
ている。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準等を明記し
ている。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準等を明記し
ている。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準等を明記し
ている。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準等を明記し
ている。

・避難場所や避難
経路を示す自治体
のハザードマップ作
成を支援するた
め、想定最大外力
を対象とした洪水
浸水想定区域図
を作成・公表する。

資料ー３
別紙-1

現状と課題

・防災ガイドブック、
ホームページにより
周知。

・コロナ対策として、
「安全な場所にい
る人まで避難する
必要はない」「在宅
避難」について、各
戸配付文書等を
用いて広報を行っ
ている。

・全戸に防災マップ
（ハザードマップ）を
配布し、周知。

・丸森町防災マッ
プにより周知。

・丸森町エリアメー
ル
・丸森町安全安心
メール
・防災情報提供シ
ステム
・インターネット
・拡声器付広報車
・広報依頼

・防災行政無線
・メール
・広報車
・口頭又は拡声器
・電話、特使
・サイレン等
・放送による伝達

・防災行政無線
・広報車
・テレビ・ラジオ・新
聞等報道機関
・携帯メールや緊
急速報メール
・ホームページ
・メール配信サービ
ス

・洪水ハザードマッ
プ（全戸配布、
ホームページ掲
載）により周知。

・地区防災マニュ
アル、ホームペー
ジにより周知。

－

・気象警報、注意
報、指定河川洪水
予報の発表及び危
険度分布、流域雨
量指数の予測値の
提供
・気象庁及び各気
象台ホームページ
・国土交通省防災
情報提供センター
の携帯電話サイト
・防災情報提供シ
ステム(防災担当
者向け)
・テレビ、ラジオ、新
聞

・防災行政無線
・コミュニティＦＭ
・エリアメール・緊
急速報メール
・テレビの字幕放送
（テロップ）
・市、消防の広報
車
・ホームページ、ツ
イッター
・登録制メール
・防災ラジオ

・防災行政無線
・緊急速報メール
・Lアラート
・ラジオ・テレビ
・電話・FAX
・SNS
・登録制メール
・市ホームページ
・広報車
・情報配信メール・
電話への登録促
進
・スマートフォンや
携帯電話を持たな
い方への固定電話
への情報発信

避難場所・
避難経路

住民等への
情報伝達の
体制や方法

・洪水予報の発表
・川の防災情報等
のＨＰ

・洪水予報の発表
・宮城県河川流域
情報システム
（MIRAI）

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準を明記して
いる。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準を明記して
いる。

・洪水ハザードマッ
プ、防災マップ、広
報誌、ホームペー
ジにより周知。

・洪水ハザードマッ
プ、防災マップ、広
報誌、ホームペー
ジにより周知。

・防災行政無線
・エリアメール
・登録制メール
・電話・FAX
・広報車
・巡回
・SNS
・ホームページ
・Lアラート
・ラジオ・テレビ

・防災行政無線
・エリアメール
・登録制メール
・電話・FAX
・広報車
・巡回
・SNS
・ホームページ
・Lアラート
・ラジオ・テレビ

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準を明記して
いる。
河川水位に関する
基準は定めていな
い。

・防災マップ、ホー
ムページにより周
知。

・防災行政無線
・エリアメール
・登録制メール
・広報車
・巡回
・ホームページ

・河川管理者と気
象台が共同で指定
河川洪水予報を
発表し、各防災機
関に伝達するととも
に報道機関等を通
じて住民に周知し
ている。
・気象警報・注意
報を発表し、現象
ごとに警戒期間、
注意期間、ピーク
時間帯、予想最大
値等を周知してい
る。また、洪水警
報等を補足する情
報として、危険度
分布や流域雨量
指数の予測値を提
供している。
・極めて重大な災
害の発生が予想さ
れる場合に、気象
防災部長等から自
治体首長等に対し
ホットラインを通じ
て気象情報の解説
を行う。

・防災マップ、ホー
ムページにより周
知。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準等を明記し
ている。
令和元年東日本
台風の対応を踏ま
え、早期に避難勧
告を発令できる基
準を定めた。

・せんだい水害・土
砂災害ハザード
マップ及び仙台防
災タウンページによ
り周知。

・ラジオ、テレビ
・自主防災組織
・ヘリコプター、消
防車両等
・杜の都防災WEB
・杜の都防災メー
ル
・SNS(ツイッター)
・緊急速報メール
・FAX送信
・避難情報ウェブ
サイト
・仙台市ホーム
ページ

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準を明記して
いる。

・洪水ハザードマッ
プ、防災ガイド、
ホームページにより
周知。

・防災行政無線
・エリアメール
・登録制メール
・電話・FAX
・広報車
・巡回
・SNS
・ホームページ
・Lアラート
・ラジオ・テレビ

・避難場所や避難
経路を示す自治体
のハザードマップ作
成を支援するた
め、想定最大外力
を対象とした洪水
浸水想定区域図
を作成・公表する。

・避難勧告等の発
令に関する基準を
定め、地域防災計
画に避難勧告の発
令基準を明記して
いる。

・洪水ハザードマッ
プ、防災マップ、広
報誌、ホームペー
ジにより周知。

・防災行政無線
・エリアメール
・登録制メール
・巡回
・SNS
・Lアラート
・ラジオ・テレビ
・ホームページ
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2.水防に関する事項

項目 東北地整 仙台管区気象台 宮城県 仙台市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町 亘理町 山元町

洪水時には現場の状況を正
確に把握することが重要。災
害対応時の“目”となる水位
計や量水標等の整備、維持
管理が重要である。

10

県管理河川（洪水予報河
川、水位周知河川を除く）に
おける水位等の把握が課
題。

13

河川巡視で得られた「河川
水位状況」や「堤防変状」等
の情報共有等を進める必要
がある。

11

危険箇所の巡視や夜間巡
視時の安全確保、車では巡
視できない箇所等の対応を
予め定めておく必要がある。

15

水防団等と河川管理者が連
携した水防活動を行うため、
資機材の保有状況を共有
し、不足状況を確認しておく
必要がある。

12

大規模水害時における巡視
員の確保が必要。また、水
防資機材が不足した場合や
重機等の建設機械等を緊
急的に準備・運搬する手段
の確立が課題。

14

市町村庁
舎、災害拠
点病院等の
水害時にお
ける対応

－ － －

浸水想定区域内
の施設に関して
は、風水害応急対
応マニュアルや、
防災実施計画を
定めている。

・浸水想定範囲外
のため、対応を検
討していない。

・市庁舎における
災害対策本部の
設置。

・市庁舎が被災し、
市庁舎に災害対
策本部を設置でき
ない場合の代替の
設置場所の確保に
努める。

・市庁舎における
災害対策本部の
設置。

・浸水想定範囲外
のため、対応を検
討していない。

・浸水想定がない
ため、対応を検討
していない。

役場の非常用発
電機は計画規模の
浸水想定より高い
位置に設置

・浸水想定範囲外
のため、対応を検
討していない。

・町は、庁舎の耐
震化及び大規模
地震災害時の災
害対策本部機能
の代替性の確保に
努める。

・浸水想定がない
ため、対応を検討
していない。

・災害警戒本部の
設置。

・災害警戒本部の
設置。

・浸水想定範囲外
のため、対応を検
討していない。

住民目線での洪水リスク情
報の提供が必要。対象とす
る河川や範囲を明確にして
情報提供を行う必要があ
る。

5

3.氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

項目 東北地整 仙台管区気象台 宮城県 仙台市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町 亘理町 山元町

日頃から氾濫危険箇所を確
認し、あらかじめ氾濫水の排
水方法やポンプ車の乗り入
れ、施設配置、必要となる
機材等を想定しておく必要
がある。

16

ポンプ車の広域的な運用に
あたって、ポンプ車配置の優
先順などの確認を行う必要
がある。

17

排水機場等の施設点検、整
備を行うと共に、計画的に老
朽化対策を行う必要があ
る。

18

排水ポンプ等の定期的な点
検、検査のほか、老朽化対
策を実施していく必要があ
る。

19

前回のからの変更点

・水防団が担当し
ている町内各地区
の河川を巡視す
る。

・水防団が担当し
ている町内各地区
の河川を巡視す
る。

・水防団が担当し
ている町内各地区
の河川を巡視す
る。

・水防団が担当し
ている町内各地区
の河川を巡視す
る。

緑文字：

現状と課題

水防資機材
の整備状況

・事務所、出張
所、緊急資材倉庫
に水防資機材を備
蓄。
・緊急資材倉庫の
備蓄状況について
は、重要水防箇所
調書に記載。

・水防倉庫等に配
備されている資材
機材を６月に確認
し、使用材等につ
いて適宜補充して
いる。

・倉庫位置
小山、上の町、今
泉、牛袋、本庁舎
・主な資材
土のう、ブルーシー
ト、スコップ、カケ
ヤ、つるはし等

・水防倉庫に、土
のう袋等の資機材
を整備。

・倉庫位置
丸森町字除北20
番地
・主な資材
土のう袋、かます、
二子縄、トラロー
プ、むしろ、ビニー
ルシート、木杭、鉄
杭、丸太等

・なし

・県管理区間にお
いて、河川の管理
区分の目安として
区間を分け、区間
ごとに河川巡視を
実施している。
・重要水防箇所な
どを参考に重要巡
視区間を年度毎に
指定し現行の河川
管理区分によらず
区分に準じた頻度
で実施することとし
ている。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・宮城県河川流域
情報システム
（MIRAI）により、雨
量、河川水位等を
一般公開してい
る。
・基準観測所の水
位により、国からの
水防警報を関係
市町に発令伝達し
ている。

現状と課題

・各地区６箇所の
水防倉庫に土のう
袋等の資機材を整
備。

・出水時の樋門等
の操作は、操作規
則を定めて開閉等
を実施している。
・排水ポンプ車や
照明車等の災害
対策車両・機器は
平常時から定期的
な保守点検を行う
とともに、機材を扱
う職員等への教育
体制も確保し、常
時、災害発生に対
応した出動体制を
確保。

排水施設、
排水機材の
操作・運用

【平時】
・本格的な出水期
前に、自治体や水
防団等と合同で重
要水防箇所（洪水
時に堤防等の監
視、巡視、水防活
動等を特に注意し
て行う必要がある
箇所）の合同巡視
を実施。
【出水時】
・複数班に分かれ
て、緊急巡視を実
施。

河川の巡視
区間

・基準観測所の水
位により、水防警
報（準備・出動・解
除）を発令。

水防団への
河川水位等
に関わる情
報提供

－

－

－

・仙台河川国道事
務所に対し排水ポ
ンプ車の出動要請
することについて了
解を得ている。
・緊急指定業者の
選定にあたり、排
水ポンプを有して
いる業者と契約を
行い、排水作業が
必要となった場合
に対応することとし
ている。

・詳細は、地域防
災計画に記載。
・市内各地域に土
のう配備

・排水施設あり
・各排水施設の管
理者が行う。

・詳細は、地域防
災計画に記載。

・水防団が担当し
ている市内各地区
の河川を巡視す
る。

・排水機場（江尻
排水機場等）、排
水ポンプあり。
・各排水施設の管
理者が行う。
・内水排水能力機
能強化について
国・県への要望活
動

・雨水ポンプ施設2
箇所あり、緊急時
に自動で作動。緊
急時には管理委託
業者が待機し、必
要に応じメンテナン
スを行う。

－

・排水施設あり
・内水の状況により
操作を行う。
・排水機場の運転
管理は委託してい
る。
・排水ポンプを有し
ている業者と契約
を行い、排水作業
が必要となった場
合に対応することと
している。

・排水樋門、雨水
ポンプ場あり。
・水防上重大な関
係を有する水こう
門、樋門等の管理
者は、気象状況の
通知を受けた後
は、直ちに出水状
況を常時観測し操
作基準により門扉
の開閉を行う。

・排水機場1箇所、
排水ポンプ車1
台、
移動式ポンプ1台
・排水機場のメン
テナンス等は委託
している。大雨等に
よる河川の水位に
より自動運転となっ
ているが、異常停
止に備えて運転時
は職員が常駐して
いる。

・常設雨水排水ポ
ンプ、仮設雨水排
水ポンプあり。
・排水ポンプ車1台
購入運用

・排水機場有り。
・河川管理者は、
堤防等が破壊さ
れ、河川、内排水
路の洪水、溢水等
による浸水被害が
発生したときは、状
況により、消防団
等の協力を得なが
ら応急排水を実施
する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・水防団が担当し
ている市内各地区
の河川を巡視す
る。

・排水施設あり
・内水位が上がっ
た段階で、水防団
を配置する。

・排水施設無し
・内水排水の必要
がある場合は、消
防団を配置し排水
する。

・２箇所の水防倉
庫に，土のう袋等
の資機材を整備。

・倉庫位置
下名生倉庫、白幡
倉庫、中名生倉庫
・主な資材
土のう、丸太杭、コ
ンパネ、トラロープ、
スコップ、ハン
マー、一輪車、金
杭、鉄線、塩ビ管
等

・なし

・なし

・なし

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・１箇所の水防倉
庫に，土のう袋等
の資機材を整備。

・３箇所の水防倉
庫に，土のう袋等
の資機材を整備。

・排水施設なし。
・排水ポンプは、職
員や消防団員が
操作する。

・排水施設あり
・内水の状況に応
じて操作

・なし

・２８箇所の消防団
ポンプ車車庫等
に，土のう袋等の
資機材を整備。

－

・詳細は、地域防
災計画に記載。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・融雪、梅雨、台
風期等の前に定期
巡視を行う。
・水害等の恐れが
高まった時は、広
報活動を行うととも
に、警戒・防御にあ
たる。

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・水防団が担当し
ている町内各地区
の河川を巡視す
る。

・６箇所の水防倉
庫に，土のう袋等
の資機材を整備。

・なし

・消防署・消防団
の連携により、必
要な情報を適宜情
報提供する。

・消防団が担当し
ている市内各地区
の河川を巡視す
る。

・水防団が担当し
ている市内各地区
の河川を巡視す
る。
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○概ね５～１０年で実施する取組の進捗状況
１）ハード対策の主な取組
■洪水氾濫を未然に防ぐためのハード対策 R2.7.8時点

具体的取組 課題の対応 目標時期
東北
地整

仙台管区
気象台

宮城県 仙台市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町 亘理町 山元町

＜名取川＞
・堤防のパイピング対策
・河道掘削、支障木伐採

－ 継続実施 ○ － － － － － － － － － － － － － － － －

＜阿武隈川下流＞
・堤防の浸透対策
・堤防のパイピング対策
・堤防整備
・河道掘削、支障木伐採

－ 継続実施 ○ － － － － － － － － － － － － － － － －

＜名取川等（県管理区間）＞
・堤防整備
・河道掘削
・堆積土砂撤去・支障木伐採

－ 継続実施 － － ○ － － － － － － － － － － － － － －

＜阿武隈川下流等（県管理区間）＞
・堤防整備
・河道掘削
・堆積土砂撤去・支障木伐採

－ 継続実施 － － ○ － － － － － － － － － － － － － －

＜坂元川 他＞
・堤防整備
・河道掘削
・堆積土砂撤去・支障木伐採

－ 継続実施 － － ○ － － － － － － － － － － － － － －

＜阿武隈川下流(国管理区間)＞
・排水機場の電源二重化

－ 継続実施 〇 － － － － － － － － － － － － － － － －

＜名取川・阿武隈川下流(国・県管理区間)＞
・既存ダムの洪水調節機能強化

－ 継続実施 〇 － △ － － － － － － － － － － － － － －

■危機管理型ハード対策
＜名取川等（支川含む）＞
・堤防天端の保護

－ H28年度中順次実施 ● － － － － － － － － － － － － － － － －

＜阿武隈川下流等（支川含む）＞
・堤防天端の保護

－ H28年度中順次実施 ● － － － － － － － － － － － － － － － －

＜坂元川 他＞
・堤防天端の保護

－ 順次実施 － － ○ － － － － － － － － － － － － － －

２）ソフト対策の主な取組　①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケ－ションの推進

具体的取組 課題の対応 目標時期
東北
地整

仙台管区
気象台

宮城県 仙台市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町 亘理町 山元町

■平時からのリスク情報周知や防災教育等に関する事項

想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区域図の策定・公表を行う 1
東北地整：H28年6 月に実施済
宮城県：H29年度から順次実施

● －
○

【H30】
－ － － － － － － － － － － － － －

想定最大外力を対象とした氾濫シミュレ－ションの公表を行う 1
東北地整：H28年度中を目標
宮城県：H29年度から実施

○
【H29】

－ △ － － － － － － － － － － － － － －

想定最大外力を対象とした洪水ハザ－ドマップの作成・配布を行う 1 H28年度から順次実施 － － － ● ● △ ● ● △ － ●
○

【R2】
● △ ● ●

○
【R2】

参加市町による隣接市町間の避難計画の策定を行う 1 H28年度から順次実施
（○）

【H29】
（○）

【H29】
（○）

【H29】
△ △ △

○
【H29】

△ △ － △ △ △ △
○

【H29】
●

○
【H29】

隣接市町間の避難を踏まえた避難勧告等の発令基準の見直しを行う 1 H29年度から順次実施 － － － △ △ △ △ △ △ ー △ △ △ △ △ △ △

首長も参加したロ－ルプレイング等の実践的な避難訓練を実施する 3 H28年度から順次実施 ● ● ● ● ● ● ● ● △ － △ ● ● △ ● ● ●

小中学校等を対象とした水災害意識の向上を図るための水災害教育を実施する 2 引続き実施 ● ● ● ● △ △ 〇 △ △ － 〇 △ ● ● △ △ △

地域住民と合同での避難経路の確認、避難訓練の実施 7,9 引続き実施 － － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

要配慮者利用施設における避難計画の策定及び訓練の促進 8 引続き実施 － － － 〇 △ △ △
○

【R3】
△ － △ 〇 △ △

○
【R3】

● －

浸水リスクを考慮した「立地適正化計画」の展開 1,5,9 R2年度から順次実施 － － － △ △ △ － △ △ － △ △ △ △ △ △ △

支川や内水を考慮した「複合的なハザードマップ」の作成 1,5,9 R2年度から順次実施 － － － △ △ △ △ △ 〇 － 〇 △ △ △ △ 〇 〇

「特定都市河川」制度に準じた流域対策 1,5 R2年度から順次実施 － － － － △ △ － △ △ － △ △ △ △ △ △ △

高頻度で浸水する区域の「災害危険区域」等の指定 1,5 R2年度から順次実施 － － － － △ △ － △ △ － △ △ △ △ △ △ △

支川や内水も考慮した「タイムライン」の整備・改良 4 R2年度から順次実施 － － － △ △ △ △ △ △ － 〇 △ △ △ △ △ △

浸水想定区域における「町内会版タイムライン」の策定・普及、訓練の実施 2,8,9 R2年度から順次実施 － － － △ △ △ △ △ △ － △ △ △ △ △ △ 〇

「マイタイムライン」における住民一人ひとりのタイムラインの普及・促進の実施 2 R2年度から順次実施 － － － ● △ △ 〇 △ 〇 － △ △ 〇 △ △ 〇 △

「まるごとまちごとハザードマップ」における地域住民への洪水情報の普及 2,5,8 R2年度から順次実施 － － － △ △ △ △ △ △ － △ △ △ △ △ 〇 △

危機管理型水位計の活用による「地区ごとの避難体制」の構築 2,8,9 R2年度から順次実施 － － － － △ △ △ △ △ － △ △ △ △ △ △ △

県管理の水位周知河川及び国管理ダム下流等の「洪水浸水想定区域」の早期公表 1,2,8 R2年度から順次実施 〇 － 〇 － － － － － － － － － － － － － －

本川の背水影響が及ぶ区間に設置した危機管理型水位計と連動した地区ごとの「避難計画」の策定 1,5 R2年度から順次実施 － － － － △ △ △ △ △ － △ △ △ △ △ △ △

自主防災組織の設置促進と人材育成（防災士・防災指導員） 2,8,9 R2年度から順次実施 － － － ● 〇 △ 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ ○

■洪水が起こった場合の迅速かつ確実な避難に関する事項

隣接市町間の避難に着目した洪水タイムライン(防災行動計画）の作成及び運用 3,4 H29年度から順次実施 △ △ △ △ △ △ △ △ △ － △ △ △ △ △ △ △

ホットラインの体制確認及び伝達内容向上 3,4 H28年度から順次実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマ－トフォンを活用したリアルタイム情報の提供やプッシュ型情報の発信を行う 2 H29年度から順次実施 ● － － ● － △ － － － － － － － － － － －

危険度やその切迫度が分かりやすい防災気象情報の提供 2 H29年度出水期から実施済み － ● － － － － － － － － － － － － － － －

的確な防災体制の構築や避難勧告等の発令判断に資するための情報提供内容の拡充 3,7 引続き実施 〇 － 〇 － － － － － － － － － － － － － －

水位周知河川の追加、水位情報の提供の充実 5,6 H28年度から順次実施 〇 － 〇 － － － － － － － － － － － － － －

要配慮者利用施設の管理者への説明会の実施 1 H28年度から実施 〇 〇 〇 － － － － － － － － － － － － － －

マスメディアと連携した情報発信 2,5,7 R2年度から順次実施 〇 〇 〇 △ △ △ △ △ △ － △ △ △ △ △ △ △

２）ソフト対策の主な取組　②発災時に人命と財産を守る水防活動の強化

具体的取組 課題の対応 目標時期
東北
地整

仙台管区
気象台

宮城県 仙台市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町 亘理町 山元町

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

水防団の円滑な水防活動を支援するため簡易水位計や量水標等を設置及び水位情報の提供の充実 10,13 引続き実施 ● － ● － － － － － － － － － － － － － －

水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練を実施する 10 引続き実施 ● － ● ● △ ● ● ● △ － ● ● ● ● ● ● ●

各水防団と河川管理者間の巡視情報の共有 10,11 引続き実施 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

各関係機関が所有する水防資機材情報の共有 12,14 引続き実施 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

毎年、水防団や地域住民が参加し、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施 15 引続き実施 ● ● ● ● △ ● ● ● △ － ● △ ● △ ● ● －

毎年、関係機関が連携した合同水防訓練を実施 14,15 引続き実施 ● ● ● ● △ ● ● ● △ － △ △ ● △ ● ● ●

大規模水害時における水防団と河川管理者間で資材等の提供方法などの支援方法を事前に決めておく 14 H28年度から順次実施 △ － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進する 14 引続き実施 － － － ● ● △ △ △ ● － ● ● ● ● ○ ● －

大規模工場等への浸水リスクを周知するとともに、自治体と連携した水害対策等を実施する体制づくりを行う 5 H28年度から順次実施 － － － ● △ △ ● △ △ － △ － △ △ ● △ －

２）ソフト対策の主な取組　③一刻も早く日常生活を取り戻すための排水活動の強化等

具体的取組 課題の対応 目標時期
東北
地整

仙台管区
気象台

宮城県 仙台市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町 亘理町 山元町

■排水活動及び訓練、施設運用に関する事項

氾濫水を迅速に排水するため、排水施設情報の共有・排水方法等の検討を行い、排水計画（案）を作成する 16 H28年度から順次実施 ○ － ○ △ △ △ △ △ △ － △ △ △ △ ○ △ －

排水ポンプ車出動要請の連絡体制を整備し、排水計画（案）に基づく合同訓練を実施する 16 H29年度から順次実施 ○ － ○ ● △ △ △ △ △ － △ △ ○ △ ● △ －

災害対策機械の適切な配置及び機動的かつ広域的な運用 16,17 引続き実施 〇 － － － － － － － － － － － － － － － －

排水施設の点検、整備、老朽化対策の実施 18,19 引続き実施 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

●:実施済、○:実施中【　】内は目標年度、△:今後実施・検討予定、－:実施しない、（　）：具体的取組に関する支援
赤文字： 今回の修正で追加した取組項目 前回のからの変更点
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